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決
算
認
定

　

９
月
定
例
会
で
閉
会
中
の
継
続
審
査

と
し
た
『
平
成
２3
年
度
本
庄
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て
』
ほ

か
、
８
件
の
決
算
認
定
議
案
に
つ
い
て
、

１０
月
２２
日
及
び
２3
日
に
総
務
委
員
会
、

１０
月
２3
日
及
び
２４
日
に
建
設
産
業
委
員

会
、
１０
月
２４
日
及
び
２５
日
に
厚
生
文
教

委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
１２
月
定
例

会
本
会
議
に
お
い
て
各
委
員
長
か
ら
報

告
さ
れ
、
最
終
的
な
審
議
が
な
さ
れ
る

予
定
で
す
。

先
進
地
の
行
政
視
察

　

厚
生
文
教
委
員
会
は
、
行
政
課
題
を

調
査
・
研
究
す
る
た
め
１１
月
１２
日
か
ら

１４
日
に
、
次
の
と
お
り
行
政
視
察
を
行

い
ま
し
た
。
視
察
後
、
１２
月
定
例
会
に

お
い
て
議
長
へ
調
査
報
告
書
を
提
出
す

る
予
定
で
す
。

調
査
事
項
・
視
察
地

　

・
地
域
福
祉
計
画
に
つ
い
て
（
北
広

　
　

島
市
）

　

・
図
書
館
の
事
業
概
要
に
つ
い
て

　
　
（
石
狩
市
）

　

・
市
民
後
見
推
進
事
業
に
つ
い
て

　
　
（
余
市
町
）
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最
終
日
ま
で
猛
暑
の
続
い
た

９
月
議
会
で
し
た
。

　

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
か
ら

１
年
半
、
本
庄
市
で
も
省
エ
ネ
、

創
エ
ネ
の
取
り
組
み
が
進
ん
で

い
ま
す
。
そ
の
観
点
か
ら
の
一

般
質
問
が
多
く
み
ら
れ
た
の
が
、

今
回
の
議
会
の
特
徴
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　

開
か
れ
た
議
会
を
め
ざ
し
て

議
会
基
本
条
例
や
政
治
倫
理
条

例
の
制
定
作
業
も
今
、
す
す
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
議
会

の
傍
聴
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
「
議
会
だ
よ
り
」
が
お

手
元
に
届
く
頃
に
は
、
秋
も
深

ま
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ご
意
見
、
ご
要
望
な
ど
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
れ

ば
幸
い
で
す
。
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11月29日㈭

11月30日㈮

12月４日㈫

12月５日㈬

12月７日㈮

12月10日㈪

12月17日㈪

12月18日㈫

12月19日㈬

12月21日㈮

10：00 〜

10：00 〜

９：30 〜

９：30 〜

９：30 〜

９：30 〜

９：30 〜

９：30 〜

９：30 〜

10：00 〜

本会議（議案説明）

本会議（議案質疑）

総務常任委員会・建設産業常任委員会

厚生文教常任委員会

17号バイパス及び幹線道路整備対策特別委員会

議会基本条例等調査特別委員会

一般質問

一般質問

一般質問

議案採決

※本会議の日程は、議事の都合により変更になること
　があります。

１２月定例会の予定

請願書・陳情書の出し方

　市政に対する要望や希望を直接反映させるための方法
として、誰でも請願書、陳情書を議会に提出することが
できます。
　市議会では、本市の議員の紹介があるものを「請願」、
議員の紹介のないものを「陳情」として扱っています。
　請願書・陳情書を提出する場合は、次の要領で作成し、
議会事務局まで提出してください。
①　請願・陳情の件名
②　要旨・理由（なるべく簡潔明瞭にお願いします）
③　請願者・陳情者の住所、氏名および押印（提出者が
　法人や多人数の場合は、必ず代表者を記載してくださ
　い）
④　請願書を提出する場合は、議員（市議会議員）の紹
　介が必要で、紹介議員の署名または記名、押印を受け
　てください。
⑤　請願書・陳情書の提出は、事務処理の都合上、各定
　例会開会日の３日前までに提出してください。締切後
　に提出されたものは、次回の議会で処理することにな

ります。ただし、その議会の議案と関連のあるもの等は
例外となっています。

参考
請　　願　（　陳　　情　）　書

　　　　　　　　　　　　　　　紹介議員　氏　名　　　　　　印
（内容）
　１　件名（内容を把握できるような件名を記入してください。）
　２　要旨
　　　　　１　（なるべく箇条書に記入してください。）
　　　　　２
　３　理由
　　　　　１　（提出の理由を詳細に記入してください。）
　　　　　２
　以上、地方自治法第124条の規定により請願（陳情）いたします。
　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　住所又は所在地
　　　　　　　　氏名又は団体名及び代表者氏名　　　　　　　印
　　　本庄市議会議長　　氏　名　　様


